
 

 

  発行日：2026 年３月 13 日 

有効期限：2029 年 3 月末 

農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明書 

 

実施者 株式会社タイミー  

   

取組概要 取組名        ： スポットワークによる農業等の労働力確保に関する協定締結  

 実施地域      ： 青森県三戸町 

 アクティビティ種別 ： ⑤農山漁村を支える官民の副業促進の取組 

 取組形態      ： ☑直接的貢献 ☐間接的貢献  

 取組実施日・期間 ： 2025 年 9 月 24 日～2025 年 12 月 15 日 

   

取組詳細 取組の目的・ 

解決したい課題 

実施地域である三戸町においては、人口流出と高齢化により農業従事者が減少し、

基幹産業である果樹栽培において、収穫や選果などの際に深刻な人手不足が続いて

いる。また短期・季節需要に対応できる雇用モデルが不足している。そのため、三戸町

との連携協定の締結により、果樹栽培を始めとした一次産業の労働力不足を解消し、

地域経済の活性化と住民の多様な働き方の推進を図る。 

 インプット ✓ セミナー準備に係る社員の工数：2.5 人日 

✓ 町内農家への個別訪問に係る社員の工数：1 人日 

 アクティビティ ✓ 三戸町と包括連携協定を締結し、以下の取組を実施。 

・ 地域内農業者向けサービス説明セミナー実施：1 回（9/19） 

・ 地域内農業者への個別訪問：1 日（9/25、訪問先 5 件） 

 今後の展望 りんご農家での活用といった既存の事例をモデルとし、他の基幹品目（さくらんぼ、もも

等）を中心に町内の各農家に対してタイミーのサービスの導入を進めることで、地域内

生産者の人手不足解消を図る。 
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